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(57)【要約】
【課題】　保湿性に優れ、皮膚刺激性が少なく、かつべたつきのない化粧料、また、従来
の多価アルコールよりも優れた保湿性能を発揮し、十分なスキンケア効果を与える化粧料
を提供すること。
【解決手段】　平均繊維径（Ｄ）が０．００４～３μｍであるセルロース系高分子ファイ
バーと保湿剤とを、セルロース系高分子ファイバー：保湿剤＝１：１～１：２０の重量比
で含有していることを特徴とする化粧料を提供する。本発明の化粧料は、さらに水性成分
を含有していてもよく、好ましくは、上記セルロース系高分子ファイバーを０．２～２．
０ｗｔ％と、上記保湿剤を３．０～２０．０ｗｔ％含有していてもよい。また、上記保湿
剤としては、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリ
エチレングリコール、及びポリグリセリンからなる群から選ばれた少なくとも１種の化合
物が使用できる。
【選択図】　　　　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
平均繊維径（Ｄ）が０．００４～３μｍであるセルロース系高分子ファイバーと保湿剤と
を、セルロース系高分子ファイバー：保湿剤＝１：１～１：２０の重量比で含有している
ことを特徴とする化粧料。
【請求項２】
さらに水性成分を含有し、前記セルロース系高分子ファイバーを０．２～２．０ｗｔ％と
、前記保湿剤を３．０～２０．０ｗｔ％含有している、請求項１記載の化粧料。
【請求項３】
前記保湿剤が、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、ポ
リエチレングリコール、及びポリグリセリンからなる群から選ばれた少なくとも１種の化
合物を含む、請求項１又は２記載の化粧料。
【請求項４】
前記セルロース系高分子ファイバーの平均繊維径（Ｄ）が０．０５～０．８μｍである、
請求項１～３の何れか１項に記載の化粧料。
【請求項５】
前記セルロース系高分子ファイバーの平均繊維径（Ｄ）に対する平均繊維長（Ｌ）の比（
Ｌ／Ｄ）が７００～２×１０5である、請求項１～４の何れか１項に記載の化粧料。
【請求項６】
前記セルロース系高分子ファイバーを構成する高分子が、セルロース、キチン、及びキト
サンからなる群から選ばれた少なくとも１種の化合物である、請求項１～５の何れか１項
に記載の化粧料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、保湿効果の高い化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　化粧料および皮膚外用剤などに用いる保湿剤は、皮膚表面の水分の調整をして、皮膚、
毛髪にうるおいのあるしっとり感を与える目的で配合されている。従来、このような保湿
剤としては、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、ソルビトール等の低分子アルコ
ールや、尿素などが広く用いられている。しかし、グリセリン等の低分子量アルコールや
尿素は多量に使用するとべたつきなどの不快な感触を与え、また、尿素は皮膚に対して刺
激性があるため、多量に使用することができない。
【０００３】
　また、べたつきを抑制する目的で高分子材料を保湿成分に利用する試みもなされている
。例えば、皮膚の保湿に有効な成分であるヒアルロン酸、コラーゲン、セラミドなどの天
然由来高分子を配合したり、多糖類にステロールを導入した誘導体（特許文献１）を合成
して配合する試みがなされているが、いずれも高価であるため、少量しか添加できず、十
分な保湿効果を得ることができなかった。
【０００４】
　また、側鎖にポリエチレングリコール構造を有するポリ（メタ）アクリレート等により
保湿性を高める試みもなされている（特許文献２）が、十分な保湿性が得られず、かつ経
時変化に伴い発生する副生物によりアレルギー反応を起こす可能性があるという問題があ
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－２８４６９３号公報
【特許文献２】特開２００３－１７１２５７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記実情に鑑みなされたものであり、保湿性に優れ、皮膚刺激性が少なく、
かつべたつきのない化粧料、また、従来の多価アルコールよりも優れた保湿性能を発揮し
、十分なスキンケア効果を与える化粧料を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記問題を解決すべく鋭意検討した結果、保湿剤と特定のセルロース系
高分子ファイバーを特定の比率で配合した化粧料を調整することで、優れた保湿性能を実
現できることを見出し、本発明の完成に至った。
【０００８】
　すなわち、本発明は、平均繊維径（Ｄ）が０．００４～３μｍであるセルロース系高分
子ファイバーと保湿剤とを、セルロース系高分子ファイバー：保湿剤＝１：１～１：２０
の重量比で含有していることを特徴とする化粧料を提供する。
　好ましくは、本発明の化粧料は、さらに水性成分を含有し、上記セルロース系高分子フ
ァイバーを０．２～２．０ｗｔ％と、上記保湿剤を３．０～２０．０ｗｔ％含有している
。
　上記保湿剤は、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、ジプロピレングリコール、
ポリエチレングリコール、及びポリグリセリンからなる群から選ばれた少なくとも１種の
化合物を含んでいることが好ましい。
　上記セルロース系高分子ファイバーの平均繊維径（Ｄ）は、０．０５～０．８μｍであ
ることが好ましい。
　また、上記セルロース系高分子ファイバーの平均繊維径（Ｄ）に対する平均繊維長（Ｌ
）の比（Ｌ／Ｄ）は７００～２×１０5であることが好ましい。
　さらに、上記セルロース系高分子ファイバーを構成する高分子は、セルロース、キチン
、及びキトサンからなる群から選ばれた少なくとも１種の化合物であることが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の化粧料を用いることで、従来使用されていた多価アルコールによる保湿力を増
強し、さらに良好な感触を得ることができる。本発明の化粧料によれば、保湿性に優れ、
皮膚刺激性が少なく、かつべたつきがなく、比較的安価に、十分なスキンケア効果が与え
られる。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　［化粧料］
　本発明の化粧料は、平均繊維径（Ｄ）が０．００４～３μｍであるセルロース系高分子
ファイバーと保湿剤とを、セルロース系高分子ファイバー：保湿剤＝１：１～１：２０の
重量比で含有していることを特徴とする。
【００１１】
　＜セルロース系高分子ファイバー＞
　本発明の化粧料に含まれるセルロース系高分子ファイバーは、平均繊維径（Ｄ）が０．
００４～３μｍである。平均繊維径（Ｄ）は０．０５～０．８μｍ程度であることが好ま
しい。平均繊維長（Ｌ）は、好ましくは０．１～２ｍｍ、より好ましくは０．８～１．８
ｍｍ、さらに好ましくは０．９～１．６ｍｍ程度である。平均繊維径（Ｄ）に対する平均
繊維長（Ｌ）の比（Ｌ／Ｄ）は、好ましくは７００～２×１０5、より好ましくは９００
～２×１０4、さらに好ましくは１×１０3～１×１０4程度であってもよい。なお、平均
繊維径（Ｄ）、平均繊維長（Ｌ）は、電子顕微鏡写真に基づいて測定した繊維径（ｎ＝２
０程度）から算出した値である。
【００１２】
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　セルロース系高分子ファイバーを構成するセルロース系高分子としては、β－１，４－
グルカン構造を有する多糖類である限り、特に制限されず、例えば、高等植物由来のセル
ロース［例えば、木材繊維（針葉樹、広葉樹などの木材パルプなど）、種子毛繊維（コッ
トンリンター、ボンバックス綿、カポックなど）、ジン皮繊維（例えば、麻、コウゾ、ミ
ツマタなど）、葉繊維（例えば、マニラ麻、ニュージーランド麻など）などの天然セルロ
ース繊維（パルプ繊維）など］、動物由来のセルロース（ホヤセルロースなど）、バクテ
リア由来のセルロース、化学的に合成されたセルロース［再生セルロース（レーヨン、セ
ロファンなど）などのセルロース誘導体なども含む］などのセルロース；キチン；キトサ
ンなどが挙げられる。なお、前記セルロースは、用途に応じて、α－セルロース含有量の
高い高純度セルロース、例えば、α－セルロース含有量７０～１００ｗｔ％（例えば、９
５～１００ｗｔ％）、好ましくは９８～１００ｗｔ％程度であってもよい。前記セルロー
スは、単独で又は二種以上組み合わせて使用してもよい。上記セルロース系高分子のうち
、木材繊維（針葉樹、広葉樹などの木材パルプなど）、コットンリンターなどの種子毛繊
維などが好ましい。
【００１３】
　原料繊維のミクロフィブリル化は、原料繊維を、慣用の方法、例えば、叩解処理、ホモ
ジナイズ処理することなどにより行うことができる。セルロース繊維を、叩解によりミク
ロフィブリル化する場合、パルプなどのセルロースファイバーを、慣用の叩解機、例えば
、ビーター、ジョルダン、コニカルリファイナー、シングルディスクリファイナー、ダブ
ルディスクリファイナーなどにより叩解することによりセルロース系高分子ファイバーを
得ることができる。
【００１４】
　通常、セルロース系高分子繊維をホモジナイズ処理することによりセルロース系高分子
ファイバーを製造する場合が多い。なお、必要により、セルロース繊維を上記のような方
法により叩解処理（予備叩解処理）した後、ホモジナイズ処理してもよい。より詳細には
、セルロース系高分子ファイバーを、撹拌等により水に分散させ、この分散液（又は懸濁
液）をホモジナイズ処理する。なお、繊維長を出来る限り維持しつつ、ホモジナイズ処理
の効率を高めるため、繊維の切断が生じないような条件で、個々の繊維にほぐすように水
に分散させるのが好ましい。
【００１５】
　セルロース系高分子ファイバーとしては、ナノセリッシュ（ダイセル化学工業（株）製
；平均繊維径０．００４～０．１μｍ、平均繊維長１００～３００μｍ）などの市販品を
好ましく使用できる。
【００１６】
　＜保湿剤＞
　本発明の化粧料に含まれる保湿剤としては、例えば、グリセリン、１，３－ブチレング
リコール、ジプロピレングリコール、ポリエチレングリコール（例えば、数平均分子量１
２０～２００００のポリエチレングリコール）、ポリグリセリン（例えば、数平均分子量
が１２０～２００００のポリグリセリン）、ポリオキシエチレンメチルグルコシド、ヘキ
シレングリコール、キシリトール、ソルビトール、マルチトールなどの多価アルコール類
；コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸、ムコイチン硫酸、カロニン酸などの多糖類；アテ
ロコラーゲン、短鎖可溶性コラーゲンなどの蛋白質類；コレステリル－１２－ヒドロキシ
ジステアレートなどのステロールエステル類；乳酸ナトリウム、胆汁酸塩、ｄｌ－ピロリ
ドンカルボン酸塩などの有機酸塩類；及びジグリセリン（ＥＯ）（ＰＯ）付加物等が挙げ
られ、これらの中から一種または二種以上を組み合せて使用しても良い。これらの中でも
多価アルコール類が好ましく、特にグリセリン、１，３－ブチレングリコール、ジプロピ
レングリコール、ポリエチレングリコール、ポリグリセリンから選ばれる一種または二種
以上が好適である。
【００１７】
　本発明の化粧料における、上記セルロース系高分子ファイバーと上記保湿剤の使用比率
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（重量比）は、セルロース系高分子ファイバー：保湿剤＝１：１～１：２０であり、好ま
しくは１：１．７～１：２０、より好ましくは、１：３～１：１０である。このような比
率とすることにより、優れた保湿性能が実現できる。なお、セルロース系高分子ファイバ
ー及び保湿剤の量は、２種類以上を併用する場合には、それぞれ、それらの合計量である
。
【００１８】
　＜水溶性高分子化合物＞
　本発明の化粧料においては、水溶性高分子化合物も使用できる。水溶性高分子化合物と
しては、例えば、カルボキシメチルセルロース、カルボキシエチルセルロース、カルボキ
シビニルポリマー、ペクチン酸ソーダ、ポリアクリル酸、ゼラチン等が挙げられ、特にカ
ルボキシビニルポリマーが好適に用いられる。具体的には、ハイビスワコー１０３、１０
４、１０５（和光純薬社製）、カーボポール９３４、９４０、９４１、１３４２（グッド
リッチ社製）などが任意に用いられる。水溶性高分子化合物の配合量としては化粧料中に
、好ましくは０．２～５．０ｗｔ％、より好ましくは０．２～１．０ｗｔ％配合される。
５．０ｗｔ％を超えて配合するとべたつきの点で好ましくなく、０．２ｗｔ％未満ではマ
ッサージ中の感触が悪くなる場合がある。
【００１９】
　＜皮膚外用剤＞
　本発明の化粧料には、皮膚外用剤が含まれていても良い。皮膚外用剤としては、外用医
薬品に配合するもの全般が挙げられ、鎮痛剤、消毒殺菌剤、抗真菌剤、核質軟化・剥離剤
、皮膚漂白剤、皮膚着色剤、肉芽発生剤、表皮形成剤、壊死組織除去剤、腐食剤、発毛剤
、脱水剤、日焼け止め剤、発汗剤、防臭剤、ホルモン剤、ビタミン剤などが挙げられる。
【００２０】
　＜他の添加剤＞
　本発明の化粧料には、必須成分であるセルロース系高分子ファイバー、保湿剤の他に添
加剤として界面活性剤、粘剤、油剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、粉体、防腐剤、香料、
薬剤、キレート剤、着色剤、美白剤、抗炎症剤、肌荒れ防止剤、制汗剤、ビタミン類、ホ
ルモン類、ｐＨ調整剤等を１種以上配合して使用することができる。
【００２１】
　界面活性剤としては、粉体の分散性向上に寄与する事ができるが、化粧品一般に用いら
れている界面活性剤であればよく、非イオン界面活性剤、アニオン性界面活性剤、カチオ
ン性界面活性剤、両性界面活性剤等が挙げられる。
【００２２】
　油剤としては、様々な感触を演出したり、エモリエント感等に寄与することができるが
、動物油、植物油、合成油等の起源の固形油、半固形油、液体油、揮発性油等の性状を問
わず、炭化水素類、油脂類、ロウ類、硬化油類、エステル油類、脂肪酸類、高級アルコー
ル類、シリコーン油類、フッ素系油類、ラノリン誘導体類、油性ゲル化剤類等が挙げられ
る。具体的には、流動パラフィン、スクワラン、ワセリン、ポリイソブチレン、ポリブテ
ン、パラフィンワックス、モクロウ、モンタンワックス、フィッシャートロプシュワック
ス、オゾケライトワックス、マイクロクリスタリンワックス、ポリエチレンワックス、エ
チレン・プロピレンコポリマー等の炭化水素類、オリーブ油、ヒマシ油、ホホバ油、ミン
ク油、マカデミアンナッツ油等の油脂類、ミツロウ、ゲイロウ等のロウ類、セチルイソオ
クタネート、ミリスチン酸イソプロピル、パルミチン酸イソプロピル、ミリスチン酸オク
チルドデシル、ジイソステアリン酸ポリグリセリル、ロジン酸ペンタエリトリットエステ
ル、ジオクタン酸ネオペンチルグリコール、コレステロール脂肪酸エステル、カルナウバ
ワックス、キャンデリラワックス等のエステル類、ステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチ
ン酸、ベヘン酸、イソステアリン酸、オレイン酸、１２－ヒドロキシステアリン酸等の脂
肪酸類、ステアリルアルコール、セチルアルコール、ラウリルアルコール、オレイルアル
コール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアルコール等の高級アルコール類、低重合
度ジメチルポリシロキサン、高重合度ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロ
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キサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、ポ
リエーテル変性ポリシロキサン、ポリオキシアルキレン・アルキルメチルポリシロキサン
・メチルポリシロキサン共重合体、アルコキシ変性ポリシロキサン、架橋型オルガノポリ
シロキサン、フッ素変性ポリシロキサン等のシリコーン類、パーフルオロデカン、パーフ
ルオロオクタン、パーフルオロポリエーテル等のフッ素系油剤類、ラノリン、酢酸ラノリ
ン、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラノリンアルコール等のラノリン誘導体、デキストリ
ン脂肪酸エステル、蔗糖脂肪酸エステル、デンプン脂肪酸エステル、イソステアリン酸ア
ルミニウム、ステアリン酸カルシウム等の油性ゲル化剤類等が挙げられる。
【００２３】
　紫外線吸収剤としては、例えばベンゾフェノン系、ＰＡＢＡ系、ケイ皮酸系、サリチル
酸系、４－ｔｅｒｔ－ブチル－４'－メトキシジベンゾイルメタン、オキシベンゾン等が
挙げられる。酸化防止剤としては、例えばα－トコフェロール、アスコルビン酸等が挙げ
られる。
【００２４】
　粉体としては、着色や感触の改善等に寄与する事ができるが、球状、板状、針状等の形
状、煙霧状、微粒子、顔料級等の粒子径、多孔質、無孔質等の粒子構造等により特に限定
されず、無機粉体類、光輝性粉体類、有機粉体類、色素粉体類、金属粉体類、複合粉体類
等が挙げられる。具体的に例示すれば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化セリウム、硫酸バリ
ウム等の白色無機顔料、酸化鉄、カーボンブラック、チタン・酸化チタン焼結物、酸化ク
ロム、水酸化クロム、紺青、群青等の有色無機顔料、タルク、白雲母、金雲母、紅雲母、
黒雲母、合成雲母、絹雲母（セリサイト）、合成セリサイト、カオリン、炭化珪素、ベン
トナイト、スメクタイト、無水ケイ酸、酸化アルミニウム、酸化マグネシウム、酸化ジル
コニウム、酸化アンチモン、珪ソウ土、ケイ酸アルミニウム、メタケイ酸アルミニウムマ
グネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸バリウム、ケイ酸マグネシウム、炭酸カルシウム
、炭酸マグネシウム、ヒドロキシアパタイト、窒化ホウ素等の白色体質粉体、二酸化チタ
ン被覆雲母、二酸化チタン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化鉄雲母チタン、紺青処理雲母チ
タン、カルミン処理雲母チタン、オキシ塩化ビスマス、魚鱗箔等の光輝性粉体、ポリアミ
ド系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリアクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、フッ素系樹
脂、セルロース系樹脂、ポリスチレン系樹脂、スチレン－アクリル共重合樹脂等のコポリ
マー樹脂、ポリプロピレン系樹脂、シリコーン樹脂、ウレタン樹脂等の有機高分子樹脂粉
体、ステアリン酸亜鉛、Ｎ－アシルリジン等の有機低分子性粉体、澱粉、シルク粉末、セ
ルロース粉末等の天然有機粉体、赤色２０１号、赤色２０２号、赤色２０５号、赤色２２
６号、赤色２２８号、橙色２０３号、橙色２０４号、青色４０４号、黄色４０１号等の有
機顔料粉体、赤色３号、赤色１０４号、赤色１０６号、橙色２０５号、黄色４号、黄色５
号、緑色３号、青色１号等のジルコニウム、バリウム又はアルミニウムレーキ等の有機顔
料粉体あるいは更にアルミニウム粉、金粉、銀粉等の金属粉体、微粒子酸化チタン被覆雲
母チタン、微粒子酸化亜鉛被覆雲母チタン、硫酸バリウム被覆雲母チタン、酸化チタン含
有二酸化珪素、酸化亜鉛含有二酸化珪素等の複合粉体等が挙げられ、これら粉体はその１
種又は２種以上を用いることができ、更に複合化したものを用いても良い。尚、これら粉
体は、フッ素系化合物、シリコーン系化合物、シリル化剤、金属石鹸、レシチン、水素添
加レシチン、コラーゲン、炭化水素、高級脂肪酸、高級アルコール、エステル、ワックス
、ロウ、界面活性剤等の１種又は２種以上を用いて表面処理を施してあっても良い。
【００２５】
　防腐剤としては、例えばパラオキシ安息香酸エステル、フェノキシエタノール等が挙げ
られる。
【００２６】
　＜水性成分＞
　本発明の化粧料は、さらに水性成分を含有していてもよい。水性成分としては、例えば
、水、精製水、蒸留水、イオン交換水、天然水、硬水、軟水、井戸水、湧き水、海洋深層
水、超音波照射水、海水、超酸化水、生理食塩水、水－エタノール混合液、リン酸緩衝液
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、ヘペス緩衝液、炭酸緩衝液、酢酸緩衝液、ヘチマ水、血漿、血清などが例示できる。な
かでも、水、精製水、蒸留水、イオン交換水、天然水、硬水、軟水、井戸水、湧き水、海
洋深層水、超音波照射水、ヘチマ水などが好ましく用いられる。水性成分としては、低級
アルコールも、通常化粧品に使用されるものであれば何れのものも使用できる。例えば、
エタノール、イソプロピルアルコール、ｎ－ブタノール等が挙げられるが、中でもエタノ
ールが使用性、使用感の点で好ましい。水性成分としては、水及び水に可溶な成分であれ
ば何れでもよく、水の他に、例えば、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコー
ル、ジプロピレングリコール、ポリエチレングリコール等のグリコール類、グリセリン、
ジグリセリン、ポリグリセリン等のグリセロール類、アロエベラ、ウイッチヘーゼル、ハ
マメリス、キュウリ、レモン、ラベンダー、ローズ等の植物抽出液が挙げられる。水性成
分は、単独で又は二種以上組み合わせて使用してもよい。
【００２７】
　水性成分の含有量としては、化粧料全量中、好ましくは７８．２～９６．８ｗｔ％とす
ることができ、より好ましくは８８．２～９６．５ｗｔ％とすることができる。７８．２
ｗｔ％未満では、塗布時に顕著なべたつきが生じて好ましくない傾向がある。また９６．
８ｗｔ％より多くなると、保湿効果が少なくなり好ましくない傾向がある。化粧料がパウ
ダー等の形態である場合、水性成分は加えなくてもよい。なお、水性成分の含有量は、２
種類以上を併用する場合には、それらの合計量である。
【００２８】
　本発明の化粧料におけるセルロース系高分子ファイバーの含有量は、好ましくは０．１
～５ｗｔ％、より好ましくは１～３ｗｔ％である。化粧料が水性成分を含有する場合、セ
ルロース系高分子ファイバーの含有量は、化粧料全量中、好ましくは０．２～２．０ｗｔ
％であり、より好ましくは０．５～１．８ｗｔ％、さらに好ましくは０．７～１．５ｗｔ
％である。０．２ｗｔ％未満では、保湿効果が少なくなり好ましくない傾向がある。また
２．０ｗｔ％より多くなると、化粧料の粘度が著しく上昇し、塗布した際の感触が劣悪に
なり、好ましくない傾向がある。なお、セルロース系高分子ファイバーの含有量は、２種
類以上を併用する場合には、それらの合計量である。
【００２９】
　本発明の化粧料における保湿剤の含有量は、好ましくは３～２０ｗｔ％、より好ましく
は３～１０ｗｔ％である。化粧料が水性成分を含有する場合、上記保湿剤の含有量は、化
粧料全量中、好ましくは３．０～２０．０ｗｔ％、より好ましくは３．０～１０．０ｗｔ
％である。３．０ｗｔ％未満では、保湿効果が少なくなり好ましくない傾向がある。また
２０ｗｔ％より多くなると塗布時に顕著なべたつきが生じやすく好ましくない傾向がある
。なお、保湿剤の含有量は、２種類以上を併用する場合には、それらの合計量である。
【００３０】
　本発明の化粧料における、上記セルロース系高分子ファイバーと上記保湿剤の合計含有
量は、好ましくは３．２～１００ｗｔ％、５～１００ｗｔ％である。化粧料が水性成分を
含有する場合には、上記合計含有量は、３．２～２１．８ｗｔ％とすることができ、より
好ましくは３．５～１１．８ｗｔ％とすることができる。このような含有量とすることに
より、優れた保湿性能が実現しやすくなる。
【００３１】
　本発明の化粧料は、化粧水、洗顔クリーム、洗顔フォーム、クレンジングクリーム、ク
レンジングミルク、クレンジングローション、マッサージクリーム、コールドクリーム、
モイスチャークリーム、日焼け止めクリーム、日焼け用オイル、ボディーシャンプー、ヘ
アシャンプー、ヘアリンス、ヘアトリートメント、ヘアクリーム、香油、ヘアリキッド、
セットローション、カラーリンス、カラースプレー、パーマネンウェーブ液、プレスパウ
ダー、ルースパウダー、アイシャドー、ハンドクリーム、入浴剤等として使用できる。
【実施例】
【００３２】
　以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に
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より何ら限定されるものではない。
【００３３】
　当該実施例のセルロースナノファイバーは特開２０１１－２６７６０の実施例１に記載
の方法に準じて下記の製造例に示すように製造した。
【００３４】
　＜平均繊維径（Ｄ）＞
　得られた微小繊維について５００００倍の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）写真を撮影し、
撮影した写真上において、写真を横切る任意の位置に２本の線を引き、線と交差する全て
の繊維径をカウントして平均繊維径（Ｄ）（ｎ＝２０以上）を算出した。線の引き方は、
線と交差する繊維の数が２０以上となれば、特に限定されない。なお、最大繊維径が１μ
ｍを超える微小繊維の場合には、５０００倍のＳＥＭ写真を用いて算出した。
【００３５】
　＜平均繊維長（Ｌ）＞
　得られたセルロースナノファイバーについて、ＪＩＳ　Ｐ８２２６に準拠して、繊維長
測定器（Ｋａｊａａｎｉ社製、ＦＳ－３００）を用いて、加重平均繊維長を求めた。
【００３６】
　製造例１
　ＮＢＫＰパルプ（丸住製紙（株）製、固形分約５０重量％）を用いて、パルプを１重量
％の割合で含有するスラリー液を１００リットル調製した。
　次いで、ディスクリファイナー（長谷川鉄工（株）製、ＳＵＰＥＲＦＩＢＲＡＴＥＲ４
００－ＴＦＳ）を用いて、クリアランス０．１５ｍｍ、ディスク回転数１７５０ｒｐｍと
して１０回叩解処理し、リファイナー処理品を得た。
　このリファイナー処理品を、破砕型ホモバルブシートを備えたホモジナイザー（ゴーリ
ン社製、１５Ｍ８ＡＴ）を用いて、処理圧５０ＭＰａで５０回処理した。
　得られた微小繊維（セルロースナノファイバー）の平均繊維径は３２ｎｍ、平均繊維長
は１５３μｍであった。
【００３７】
　製造例２
　コットンリンターパルプ（バッカイ社製、ブルーベアＭＶ）を用いた以外は、製造例１
と同様の処理を行った。
　得られた微小繊維の平均繊維径は７２ｎｍ、平均繊維長は２１８μｍであった。
【００３８】
　実施例１～５、及び比較例１～５
　表１に示す配合処方により各成分を混合し、化粧料を得た。表１中の数値は重量部を表
す。得られた化粧料に対し、下記に示す方法により、保湿性、カサつき、べたつきを評価
した。結果を表１に示す。
【００３９】
　＜保湿性評価＞
　恒温恒湿室（２５℃、５０％Ｒ．Ｈ．）内でヒト前腕屈側部に、１ｃｍ2当たり１０μ
Ｌの各試料水溶液を塗布した後、２０分間放置した。
　次いで、皮表角層水分量測定装置［コルネオメーターＣＭ－８２５｛（株）インテグラ
ル社製｝］により、塗布直後の静電容量（ｋ２）を測定し、塗布直前の静電容量（ｋ１）
との比（ｋ２／ｋ１）を求めた。
　同様に、他のパネラー５人についても、この比を求め、６人のパネラーの算術平均値（
小数点以下１桁に四捨五入）を以下の評価基準で評価した。値が大きいほど皮膚に対する
保湿効果が高いことを示す。
　　　◎　：ｋ２／ｋ１＝３．０以上
　　　○　：ｋ２／ｋ１＝２．０以上３．０未満
　　　△　：ｋ２／ｋ１＝１．０以上２．０未満
　　　×　：ｋ２／ｋ１＝１．０未満
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　＜塗布後のカサつき評価＞
　恒温恒湿室（２５℃、５０％Ｒ．Ｈ．）内でヒト前腕屈側部に、１ｃｍ2当たり１０μ
Ｌの各試料水溶液を塗布した後、２０分間放置した。
　次いで、皮膚上のカサつきについて以下の評価基準で評価した。
　　　○　：繊維状のヨレが殆どなく、カサつきがない。
　　　△　：ヨレが分かる程度に発生するが、あまりカサつかない。
　　　×　：ヨレが多量に発生する。
【００４１】
　＜塗布後のべたつき評価＞
　恒温恒湿室（２５℃、５０％Ｒ．Ｈ．）内でヒト前腕屈側部に、１ｃｍ2当たり１０μ
Ｌの各試料水溶液を塗布した後、２０分間放置した。
　次いで、皮膚上のべたつきについて以下の評価基準で評価した。
　　　○　：ほとんどべたつかない。
　　　△　：あまりべたつかない。
　　　×　：べたつく
【００４２】
【表１】

【００４３】
　表１中で使用した化合物は、以下の通りである。
グリセリン　　　　　　　　　　：阪本薬品工業（株）社製　日本薬局方濃グリセリン
１，３ブチレングリコール　　　：ダイセル化学工業（株）製　１，３ＢＧ
ジプロピレングリコール　　　　：ＡＤＥＫＡ（株）社製　ジプロピレングリコール
ポリエチレングリコール１０００：ライオン（株）社製　ＰＥＧ＃１０００
デカグリセリン　　　　　　　　：ダイセル化学工業（株）製　ＰＧＬ　１０ＰＳ
セルロースナノファイバー　　　：製造例２で得られたナノファイバーを用いた。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明の化粧料は、従来の多価アルコールより優れた保湿性能を発揮し、十分なスキン
ケア効果を与えることが出来る。
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